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は じ め に  

                              

 県立総合教育センター所長 

 

皆さんは教員としての第一歩をいよいよ踏み出しました。教員の仕事の素晴らしさは、未

来に可能性を秘めた人を育てるということにあります。児童生徒の可能性を花開かせるため

には、教員の資質・能力の向上が欠かせません。また、教育の役割は、個人の能力を伸ばし、

自立した人間に育てるとともに、国家や社会の形成者を育てることです。「教育は人なり」

といわれるように、教員には、情熱を持って、不断の研究と修養に努め自身の資質・能力を

向上させることが常に求められます。 

初任者研修は、「教育公務員特例法」に基づき、法定研修として県教育委員会が実施する

ものです。教員としての実践的な指導力と使命感を養うとともに、職務遂行に必要な事項に

ついて幅広い知見を得ることを目的とし、所属校における学校研修と県立総合教育センター

等が実施する機関研修から構成されています。この一年間の研修への取組は、皆さんの５年

先、10年先の教員としての生き方を左右するものです。研修の目的を十分に理解し、主体的

に研修に取り組んでいただきたいと思います。 

さて、我が国は生産年齢人口の減少、グローバル化の進展、絶え間ない技術革新にどう対

応していくかが喫緊の課題です。こうした状況を踏まえ、学習指導要領が改訂され、幼小中

高特の各校種において順次実施されています。学習指導要領では、①「知識・技能の習得」、

②「思考力・判断力・表現力等の育成」、③「学びに向かう力・人間性等の涵養」の３つの

柱で、各教科等の学びの目標及び内容を再整理し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に

向けた授業改善の推進が謳われています。また、教科等横断的な学習を充実させ、そのため

の各学校でのカリキュラム・マネジメントの確立も重視しています。各学校では、これらを

身に付けるために、様々な取組が行われています。 

 本県では、「埼玉教育の振興に関する大綱」に基づき、基礎学力の育成を図り、創造力を

養うとともに、子供たち同士が学び合い、自ら学ぼうとする意欲を高める「学びの改革」を

進めています。この改革を進めるためには、教員の資質向上が不可欠です。本県では、「埼

玉県教員等の資質向上に関する指標」を策定し、昨年度から各研修に反映したところです。

これは、指標を手掛かりに、常にステージアップを意識して、教員自らが職責、経験及び適

性に応じて資質向上を図ることを目的としています。そして、本研修は、「教員として必要

な事項について幅広く学び、基盤を固め、協力して取り組む。」という第１ステージの資質

を育成するためのものです。皆さんには、本研修を通して教員としての基礎をしっかりと身

に付け、学校の組織の一員として活躍していただきたいと思います。 

 なお、この「研修の手引き」は、初任者研修に関する実施案内として、研修内容、研修資

料等を示しています。事前によく目を通して、前向きな姿勢で研修に臨んでください。 
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初任者研修実施要項  

                                                            
埼玉県教育委員会

 

 

１ 目  的 

  初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法第２３条の規定に基づき、現

 職研修の一環として、一年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに、

 幅広い知見を得させることを目的とする。 

 

２ 対  象 

  (1) 初任者研修の対象となる新任教員（以下「初任者」という。）は、本採用となっ

    た教員のうち、別表に示す教諭等とする。 

  (2) 県教育委員会及び市町村教育委員会は、その所管する学校の初任者について、年

  間研修計画及び学校研修計画（以下「年間研修計画等」という。）に従い、一年間

  の初任者研修を受けさせるものとする。 

 

３ 内  容 

  初任者研修の内容は次のとおりとする。 

  (1) 初任者研修において、初任者は、原則として、学級又は教科・科目等を担当する

   ものとする。ただし、担当授業時数等校務分掌を軽減することができるものとする。 

  (2) 初任者は、校内において指導教員及び拠点校指導教員を中心とする指導及び助言

  による研修（以下「学校研修」という。週１０時間以上、年間３００時間以上）を

  受けるとともに、校外において県立総合教育センター等における研修（以下「機関

  研修」という。埼玉県公立小学校・中学校においては年間１６日、埼玉県公立高等

  学校及び特別支援学校においては年間２５日）を受けるものとする。 

 

４ 実施協議会 

  (1) 県教育委員会は、次の事項について協議を行うため、実施協議会を設置する。 

  ・  年間研修計画 

  ・  その他実施上の諸問題 

  (2) 実施協議会の設置要綱は別に定める。 

 

５ 年間研修計画 

  (1) 県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

  (2) 年間研修計画においては、第３項に定める事項のほか、学校研修、機関研修の項

  目及び時期その他必要な事項を定めるものとする。 

  (3) 市町村教育委員会は、県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、地域の実

  情に配慮して、当該市町村における年間研修計画を作成するものとする。 
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６ 学校研修計画 

  (1) 校長は、県教育委員会及び市町村教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、

  教職員組織や校区の状況等学校の実情に配慮し、指導教員及び拠点校指導教員の参

  画を得て当該学校における学校研修計画を作成するものとする。 

  (2) 学校研修計画においては、機関研修との関連に配慮して学校研修の項目及び時期

  その他必要な事項を定め、学校研修が円滑に実施できるよう、計画的に実施するも

  のとする。 

   この場合、授業研究指導が十分に行われるように配慮するものとする。 

 

７ 指導教員及び拠点校指導教員を中心とする校内体制 

  (1) 指導教員及び拠点校指導教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、学校研修 

計画に従い、初任者に対して指導及び助言を行うものとする。 

  (2) 校長、副校長及び教頭は、学校研修計画に従い、研修項目に応じて、初任者の指 

導及び助言に当たるものとする。 

  (3) 初任者の所属する学校の教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、学校研修

計画に従い、指導教員及び拠点校指導教員と連携しつつ、指導教員及び拠点校指導 

  教員の職務を補充して、初任者の指導及び助言に当たるものとする。 

  (4) 指導教員及び拠点校指導教員は、校長、副校長、教頭及び他の教員による初任者

に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行わ 

  れるようにするものとする。 

  (5) 校長は、指導教員及び拠点校指導教員を援助する学校全体としての協同的な体制

  を確立するとともに、これを校務分掌組織に位置付けるものとする。 

  (6) 校長は、初任者が機関研修を受ける間、その授業が他の教員によって適切に行わ

  れるように配慮するものとする。 

 

８ 所属校方式における指導教員、教科指導教員 

  (1) 指導教員 

    ア 指導教員は、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭又は非常

勤講師の中から、当該学校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員 

   会が命じるものとする。 

    イ 県教育委員会は、指導教員を命じることができるようにするため、当該学校に

   対し、教員定数又は非常勤講師についての措置を講じるものとする。 

    ウ 校長は、指導教員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるよう

   にするため、指導教員の担当授業時数等校務分掌を軽減するものとする。 

 (2) 教科指導教員 

  ア 教科指導教員は、初任者の所属する学校又はその近隣の学校の副校長、教頭、

主幹教諭、教諭又は非常勤講師の中から、当該初任者の所属する学校の校長の意 

   見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。 

  イ 県教育委員会は、教科指導教員を命じることができるようにするため、初任者

   の免許教科が異なる複数配置校に対し、非常勤講師についての措置を講じるもの

   とする。 
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  ウ 教科指導教員は、初任者の教科指導に当たって、指導教員と連携しつつ指導に

   当たるものとする。 

  エ 校長は、教科指導教員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できる

   ようにするため、必要に応じて教科指導教員の担当授業時数等校務分掌を軽減す

   るものとする。 

 

９ 拠点校方式における校内指導教員、拠点校指導教員 

  (1) 校内指導教員 

    ア  校内指導教員は、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の

中から、当該学校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じ 

   るものとする。 

    イ  校内指導教員は、拠点校指導教員及び校内の教員との連携を図り、研修の円滑

   な実施に努めるものとする。 

 (2) 拠点校指導教員 

  ア 県教育委員会は、拠点校に拠点校指導教員に係る定数加配教員を１人措置する

   ものとする。 

    イ 拠点校指導教員は、拠点校の校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委

   員会が命じるものとする。 

  ウ 拠点校指導教員は、初任者の所属する学校において、週１日以上、初任者の指

   導及び助言に当たるものとする。 

 

10 非常勤講師 

  県教育委員会は、初任者研修の実施に伴い必要となる非常勤講師を措置するものと

 する。 

 

11 校長連絡協議会等 

  初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、校長、指導教員、拠点校指導教員及

 び教科指導教員の連絡協議会を、必要に応じ開催するものとする。 

 

12 学校研修計画書及び研修報告書等 

  (1) 校長は、当該学校における学校研修計画書及び学校研修報告書を所管する教育委

  員会に提出するものとする。 

  (2) 市町村教育委員会は、当該市町村における年間研修計画書及び研修報告書を県教

  育委員会に提出するものとする。この場合、市町村教育委員会は、(1)の学校研修

  計画書及び学校研修報告書を添付するものとする。 

  (3) 校長は、当該学校における学校研修の実施記録を作成し、次年度以降の初任者研

  修等の指導資料として保管するものとする。 

 

13 細  則 

  この実施要項の細則は別に定める。 
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14 附  則 

  (１)この実施要項に定める事項は、平成元年４月１日から施行する。 

  (２)平成２年２月 ７日に改正し、平成２年４月１日から施行する。 

  (３)平成３年２月２２日に改正し、平成３年４月１日から施行する。 

  (４)平成４年２月１９日に改正し、平成４年４年１日から施行する。 

  (５)平成８年１月２６日に改正し、平成８年４年１日から施行する。 

  (６)平成９年１月２４日に改正し、平成９年４月１日から施行する。 

 （７)平成１２年１月２５日に改正し、平成１２年４月１日から施行する。 

 （８)平成１３年１月２６日に改正し、平成１３年４月１日から施行する。 

  (９)平成１５年２月１０日に改正し、平成１５年４月１日から施行する。 

 (10)平成１６年３月１日に改正し、平成１６年４月１日から施行する。  

  (11)平成１７年３月１日に改正し、平成１７年４月１日から施行する。 

  (12)平成１８年３月１日に改正し、平成１８年４月１日から施行する。 

  (13)平成１９年２月８日に改正し、平成１９年４月１日から施行する。 

(14)平成２２年３月５日に改正し、平成２２年４月１日から施行する。 

(15)平成２４年９月２０日に改正し、平成２５年４月１日から施行する。 

(16)平成２８年２月２３日に改正し、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 別 表 

  初任者研修対象者 

(1)
 
  公務員として採用された当初に、小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の教諭等となった場合。 

(2)
 
  他の職種の公務員が、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教諭

等になった場合。 

(3)   国立、県・公立、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校において本採用として、教諭等の経験が１年を超えない

者が、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教諭等となった場合。 

(4)   国立、県・公立、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校において、臨時的に任用されていた者が、小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校の教諭等となった場合。 

 




